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１　市民参画と開かれた市政の推進
２　行財政改革の推進
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市民参画と開かれた市政の推進
～まちのことが自分ごとになるために～1

●   市民生活が多様化し、また各種手続や制度等が複雑化する中で、多種多様な市民のニーズを把
握し市政に反映していく必要があります。

●   市政への市民参画を進めるためには、条例や計画の策定などに際して、各段階で情報を公開し市
民の意見を募る必要があります。

●   市の保有する情報を積極的かつ迅速に提供することが求められている一方で、個人情報を適正に
管理し、個人の権利利益を保護する必要があります。

●   社会を取り巻く状況の変化により、地域課題の多様化が進んでおり、行政の力だけで地域課題を
把握し解決することは非常に困難になってきています。市民やボランティア団体、ＮＰＯ、自治会
などの市民公益活動団体は、それぞれの地域の課題を解決するための様々な活動を行っており、
それらの主体と行政とが協働して、住みよいまちづくりの実現のために取り組むことが必要となっ
てきています。

●   大学には、これまでの研究や教育を通して蓄積した貴重な知的財産があります。この財産をまち
づくりや地域課題の解決に活用するとともに、学生への教育効果を高め、これからの社会を担う
人材を育成することが求められています。

●   情報収集に使用するメディアが新聞、ＴＶ、インターネットなど多様化しています。市の施策・取
組について、市民の世代ごとのニーズを捉え、最適なメディアで効果的に情報提供を行う必要が
あります。

●   本市では、30歳代の転出超過は改善しているものの、20歳代の転出超過が続いています。本市
で生まれ育った若者が地域コミュニティ活動に関わるきっかけを提供するなど、本市に愛着を感じ
る市民の割合を増やす取組を促進する必要があります。

現状と課題
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①市政への市民参画の推進�
○   複雑化・多様化している市民ニーズを的確に把握し市政に反映するため、ホームページ、電子メール、

SNS、手紙の活用等により幅広く市民の意見や提言をいただくとともに、条例、計画等の策定段階
で市民からの意見募集や地域などにおける意見交換を行うなど、市民参画を進めます。

○   市民の知る権利を尊重し、積極的な情報の提供に努めるとともに、市の保有する情報の一層の公開
を図り、公正で開かれた市政を推進します。

○   個人情報保護に対する意識向上を図り、その重要性を認識し、特定個人情報32）を含む個人情報の適
正な取扱いにより、個人の権利利益の保護に努めます。

②協働によるまちづくりの推進�
○   市民やボランティア団体、NPO、自治会などの市民公益活動団体及び事業者、地域自治協議会といっ

た多様な主体とともにまちづくりを進めるため、事業の共催や地域による施設管理など、様々な手
法により協働によるまちづくりの展開を図ります。

○   地域の課題に対する認識を共有し、地域と行政が協働して解決に向けて考えるために意見交換の場
を設け、住みよいまちづくりの実現を目指します。

○   大学との相互の人的・知的資源の交流と活用を図り、大学教育の地域社会への展開に協力するとと
もに、多様な課題の解決や政策立案に生かすため、更なる連携協力を進めます。

③市政情報の積極的な発信と戦略的な広報の推進�
○   市民の地域社会に対する関心を高め、理解を深め、地域づくりに積極的に参加してもらうきっかけ

になる広報活動を行います。
○   市の施策・取組や魅力ある地域資源をPRするため、報道や広報紙、SNS、動画など、伝える対象ご

とに最適なメディアを活用し、積極的かつ迅速に情報提供を行います。また、市内外の奈良ファン
が自発的に奈良市の多様な魅力を発信する活動を支援します。

○   転出超過になっている20歳代を中心とした若い世代の定住を促進するため、市民や企業、大学、地
域団体などと連携し、地域ごとに異なる多様な魅力や移住検討者が求める仕事・住まい・子育てに
関する情報を、積極的にPRします。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

市民参画及び協働によるまちづくり推進計画実施計画の
協働事業件数 件 130

（2020年度） 142

大学との連携事業件数 件 32
（2020年度） 50

市公式SNS（Facebook・Twitter）フォロワー数 件 15,942
（2021年度） 21,000

地域ブランド調査33）「居住意欲度」の順位 位 39
（2020年度） 20

32）特定個人情報：社会保障、税、災害対策の分野で活用される、全ての人に付される固有の番号であるマイナンバーを含む個人情報
33）  地域ブランド調査：株式会社ブランド総合研究所が毎年約30,000人への調査により、全国1,000市町村及び47都道府県を対象と

した、自治体の魅力度や認知度などのブランド力を評価するもので、令和元年度で14回目となる。
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①健全な財政基盤の構築
○   市民の目線や感覚、コスト意識をもって、全ての事業について、意義や役割、手法などについて検証し、

事業の統廃合をはじめとする見直しを行うとともに、市税の適正かつ公平な賦課徴収や受益者負担の
適正化などの歳入確保に取り組み、将来に向けて必要な投資ができるよう健全で安定した財政基盤の
確立を目指します。

施策の方向性

行財政改革の推進
～持続可能な行財政運営のために～2

●   少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少等により市税等の歳入の増加が難しくなる中、社会保障費
などの義務的経費や市民ニーズの多様化による財政需要の増大が見込まれるため、限られた財源
の中で、将来に過度の負担を残すことなくいかに効率的・効果的な行財政運営ができるかが課題
となっています。

●   指定管理者制度の導入、公益法人制度への対応などの社会経済状況の変化に対応するため、外
郭団体の統廃合等を実施してきましたが、外郭団体の自立的な経営を目指し更なる経営改革や団
体のあり方について検討する必要があります。

●   本市が保有する公共施設等については、将来負担を考えると現状の施設をそのまま維持するので
はなく、施設の必要性を十分検討していくことが必要です。

●   まちづくりを進めていくうえでは、本市だけではなく周辺地域も含めた広域的な視点が必要です。
また、限られた経営資源を有効に活用するためには、県や関係する市町村と連携し、効率的な事
業実施を目指す必要があります。

●   高度化、多様化、複雑化する市民ニーズを的確に捉え、適切に対応するためには、常に業務改
善に取り組むとともに、根拠となる法令や様々な情報に基づいた施策展開が求められます。また、
人物重視の採用試験の実施や高い専門性を有した任期付職員の採用を行い、計画的な人材育成
や職員が職務を通じて発揮した能力や業績を適切に評価することにより組織体制の強化を図る必
要があります。

●   ICT技術の活用や男性職員の育児休暇取得推進など社会情勢を反映した多様な働き方に的確に
対応し、職員一人ひとりの生産性を向上させ、職員のワーク・ライフ・バランスを実現する必
要があります。

●   スマートフォンの普及やネットワークの高速化・大容量化、５Ｇの普及等でインターネットを通じて
様々なデータが送受信できるようになり市民のライフスタイルやニーズが変化する中、行政手続の
電子化等を進め、ニーズに対応することが求められます。

●   安定かつ安全・安心なサービスが提供できるよう災害対策や情報セキュリティ対策にも優れた情報
システムのクラウド化を進め、今後の行政手続の電子化に対応する必要があります。

現状と課題
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主な関係個別計画：    新・奈良市行財政改革重点取組項目…①②、奈良市公共施設等総合管理計画…②、 
奈良市定員適正化計画…③、奈良市ICT活用計画…④

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

経常収支比率 ％ 99.7
（2019年度） 98.0

将来負担比率 ％ 137.3
（2019年度） 125.0

市債残高（一般会計、特別会計、公営企業会計） 億円 2,569
（2019年度） 2,500

指定管理者を公募している施設数 施設 54
（2021年度） 72

知識や経験が年々蓄積していると感じている職員の割合 ％ 84.4
（2020年度） 85.0

先進技術を利用した施策の目標達成率
（「奈良市ICT活用計画」に掲載する個別施策の累計の達成率） ％ 0

（2020年度） 95.0

34）  ジョブローテーション：職員個人の適性の見極めや様々な視点による仕事の遂行といった職員の能力開発を目的として、定期的な
職場の異動や職務の変更を行うこと。

35）  クラウド化：自庁内に設置、運用している情報システムをネットワークを通じて外部の事業者の情報システムサービスを利用する
ことで、管理コスト削減やセキュリティ環境向上、運用の安定等を図る仕組みのこと。

○   職員定数の最適化、他都市との分析比較等による給与制度の適正化を通じた人件費の見直しや、後
年度負担となる市債発行額の抑制により将来の公債費負担の軽減を図るなど、経常的な行政コスト
をさらに見直します。

②行財政運営の効率化�
○   新たな手法の検討や民間活用の更なる推進に取り組むことによりコスト削減を図るとともに、限ら

れた経営資源を有効に活用し、効果が最大となる行財政運営を進めます。
○   市民ニーズや人口動態を鑑みて、利用者が長期減少傾向にある施設を中心に市が保有する施設の適

正管理や統廃合等に取り組み、公共施設の有効活用を図ります。
○   同じ目的意識を持つ県や周辺市町村と連携し、県事業と各市町村事業の一体的な実施や互いの持つ

経営資源を効率的に活用しながら広域的、中長期的な課題に取り組みます。

③人材育成と組織力の向上�
○   時代の変化に対応した質の高い市民サービスを提供するために、中長期的な視野を持って行動でき

る多様な人材を採用します。
○   階層ごとに求められる能力要件を明確化し、将来にわたる組織貢献を可能とする能力や専門性・法

的素養を高める育成施策を講じるとともに、国や民間団体に職員を派遣する等、外部人材との交流
を図り、他の組織のノウハウを活用した行政運営を行います。

○   限られた人的資源を有効に生かすため、計画的なキャリア形成や円滑な組織運営を可能とするジョブ
ローテーション34）を行い、職場全体を活性化させ、組織力を向上させる人材マネジメントを行います。

④先進技術を利用した行政サービスの向上�
○   行政の手続や業務運用の効率化・高度化と業務継続性の確保を目指し、新たな情報通信、AI（人工

知能）、ロボット等の先進技術の導入や情報システムのクラウド化35）を推進します。
○   先進技術の導入を進めるとともにそれらの変化に対応した情報セキュリティ対策に取り組みます。




